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○沼津市西浦海浜施設条例施行規則 

平成15年３月31日規則第18号 

改正 

平成18年１月12日規則第２号 

令和６年３月29日規則第20号 

沼津市西浦海浜施設条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、沼津市西浦海浜施設条例（平成15年条例第９号。以下「条例」という。）の施

行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（供用時間） 

第２条 沼津市西浦海浜施設（以下「海浜施設」という。）の供用時間は、次のとおりとする。 

期間 供用時間 

４月１日から10月31日まで 午前８時30分から午後５時まで 

11月１日から翌年３月31日まで 午前８時30分から午後４時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、前項の供用時間を変更することができる。 

（休日及び繁忙期） 

第３条 海浜施設の休日は、年末年始（12月29日から翌年１月３日まで）とする。ただし、市長が必

要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。 

２ 海浜施設の繁忙期は、７月１日から８月31日までとする。 

（行為の許可の申請） 

第４条 条例第３条第１項ただし書の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、海浜

施設内行為許可申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、前項の申請書を、当該行為をしようとする日の10日前までに提出しなければならない。

ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

（行為の許可） 

第５条 市長は、前条の規定による申請を許可した場合は、海浜施設内行為許可書（第２号様式）を

申請者に交付するものとする。 

（許可事項の変更） 

第６条 条例第３条第１項ただし書の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとすると

きは、海浜施設内行為変更許可申請書（第３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（行為変更の許可） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を許可した場合は、海浜施設内行為変更許可書（第４号様式）

を申請者に交付するものとする。 

（指定申請書の提出等） 

第８条 条例第８条第１項の規定に基づき、指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書

（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の指定申請書には、条例第８条第１項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しな

ければならない。 

(１) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(２) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

(３) 指定申請書を提出する日の属する年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支

決算書及び事業報告書 

(４) 海浜施設の管理に関する業務の収支予算書 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（利用料金の減免） 

第９条 条例第12条に規定する規則で定める利用料金の減免に係る基準は、次のとおりとする。 

(１) 公用又は公益のために使用するとき。 

(２) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 

（利用料金の還付） 
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第10条 条例第13条に規定する規則で定める利用料金の還付に係る基準は、使用者の責に帰すること

のできない理由により使用できなかったときとする。 

付 則 

この規則は、沼津市西浦海浜施設条例施行の日から施行する。ただし、第４条から第７条までの規

定は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則（平成18年１月12日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

付 則（令和６年３月29日規則第20号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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第１号様式（第４条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第６条関係） 
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第４号様式（第７条関係） 
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第５号様式（第８条関係） 

 


